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令和８年５月２７日 

国土交通省関東地方整備局 

京浜河川事務所 

横浜国道事務所 

 

「災害対策用機器の操作講習」を実施します 

～洪水時や大規模地震等の災害に備えて～ 

 関東地方整備局京浜河川事務所と横浜国道事務所は、洪水時や地震などによる災害発生時

に迅速な応急対策を行えるよう排水ポンプ車、対策本部車、待機支援車、照明車及び衛星通

信機器などを保有しており、実際の災害時に速やかに対応できるよう、この度災害対策用機

器の操作講習を実施します。 

また、自治体での被災時にはこれらの機器を貸出していることから、自治体職員に向けた

操作講習も実施します。 

なお、本講習は「多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫減災協議会」におけるソフト施

策の「排水施設、排水資機材の操作・運用」を含みます。 

1. 講習日時：令和８年６月４日（木）１３時３０分から１６時２０分 

講習対象者：自治体職員、国土交通省職員 

    令和８年６月５日（金） ９時１０分から１２時００分（午前の部） 

１３時３０分から１６時２０分（午後の部） 

講習対象者：災害協定会社、維持工事関係会社 

 

2. 講習場所：大師河原河川防災ステーション(神奈川県川崎市川崎区大師河原 1 丁目 1 の 15) 

 

3. 講習機器：排水ポンプ車、照明車、対策本部車、待機支援車、車両排除装置、 

衛星通信機器(Ku-SATⅡ)、小型除雪機、道路巡回車(３輪トライク)  

 

※取材を希望される報道関係者の方におかれましては、別紙の事前登録書にて、事前登録を 

お願いいたします。 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 都庁記者クラブ 神奈川県政記者クラブ 横浜ラジオ･テレビ記者会。 

＜問い合わせ先＞。 

関東地方整備局 京浜河川事務所 

電話：０４５－５０３－４０００（代表）。メールアドレス：ktr-83772391@ou.mlit.go.jp 

総括地域防災調整官 宮澤（みやざわ）（内線：２０６）。 

防災情報課長    松本（まつもと）（内線：２８１）。 

施設管理課長    濵中（はまなか）（内線：３９１）。 

関東地方整備局 横浜国道事務所 

電話：０４５－２８７－３００１（代表）。メールアドレス：ktr-83771441@ou.mlit.go.jp 

副所長    岡田（おかだ）（内線：２０５）。 

管理第二課長 田辺（たなべ）（内線：４４１）。 
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災害対策用機器 講習概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小型除雪機 Ku-SATⅡ 

道路巡回車 

（３輪トライク） 

車両排除装置 

排水ポンプ車 

照明車（２柱式） 

照明車（ブーム式） 

対策本部車 

待機支援車 
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会場案内図（広域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場案内図（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大師河原河川防災ステーション 

(川崎市川崎区大師河原 1-1-15) 

講習会場 

大師ＪＣＴ 

出典：「地理院地図（電子国土 web）」を加工して使用 

出典：「地理院地図（電子国土 web）」を加工して使用 

車両経路 

 

河川敷道路へ 

徒歩経路 
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別紙 

 

本紙送信先 京浜河川事務所 施設管理課 藤田（ＴＥＬ ０４５－５０３－４０９５）  

メールアドレス：ktr-83772391@ou.mlit.go.jp 

ＦＡＸ    ：０４５－５０３－４０９６ 

  標記について取材をご希望の報道機関におかれましては、事前登録をお願いいたします。 

令和８年度 災害対策用機器操作講習 

取材登録書 ６月 4 日 午後 （  ） 

           ６月 ５日 午前 （  ）又は午後（  ） 

※希望する日にち及び時間帯（午前／午後）が分かるようにしてください。（カッコ内に「○」を記載） 

メール・ＦＡＸ送信期限：６月２日(火) １７時００分まで 

１． 報道機関名                            

２． 取材者等 

（１） ご氏名                          

（２） 連絡先  ＴＥＬ                     

（３） 取材人数                         

（４） テレビカメラの有無 有 ・ 無   

○災害対策用機器操作講習中止の場合 

風水害や地震等で中止する際は、３日（水）１６時００分に判断し、以下でお知らせいたします。 

・京浜河川事務所HP（https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/） 

・横浜国道事務所HP（https://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/） 

  中止のお知らせが無い場合には、予定通り実施いたします。 

mailto:ktr-83772391@ou.mlit.go.jp
https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/
https://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/

